
※ 加入されている保険の種類による負担割合でのご利用料金となります。
※ 国や市の助成制度によって負担額は異なります。

〇 訪問看護基本療養費

 週３日目まで 5,550 円 555 円 1,110 円 1,665 円

6,550 円 655 円 1,310 円 1,965 円

 訪問看護基本療養費Ⅲ 8,500 円 850 円 1,700 円 2,550 円

 １日に２回の場合 4,500 円 450 円 900 円 1,350 円

 １日に３回以上の場合 8,000 円 800 円 1,600 円 2,400 円

 月１４日目まで 2,650 円 265 円 530 円 795 円

 月１５日目以降 2,000 円 200 円 400 円 600 円

 　長時間訪問看護加算 5,200 円 520 円 1,040 円 1,560 円

 ６歳未満の乳幼児 1,400 円 140 円 280 円 420 円

 厚生労働大臣が定める者 1,800 円 180 円 360 円 540 円

 週１日まで 4,500 円 450 円 900 円 1,350 円

 週３日まで 3,000 円 300 円 600 円 900 円

 　夜間・早朝訪問看護加算  6:00～8:00 又は 18:00～22:00 2,100 円 210 円 420 円 630 円

 　深夜訪問看護加算  22:00～6:00 4,200 円 420 円 840 円 1,260 円

 月の初日の訪問の場合 7,710 円 771 円 1,542 円 2,313 円

 月の２日目以降の訪問の場合 3,010 円 301 円 602 円 903 円

 　24時間対応体制加算  １月につき 6,800 円 680 円 1,360 円 2,040 円

 特別な管理を要する場合 2,500 円 250 円 500 円 750 円

 特別な管理のうち重症度が高い場合 5,000 円 500 円 1,000 円 1,500 円

 　退院時共同指導加算  退院・退所につき 8,000 円 800 円 1,600 円 2,400 円

 　特別管理指導加算  特別管理加算対象者に退院時共同指導加算を算定する場合 2,000 円 200 円 400 円 600 円

 退院・退所につき 6,000 円 600 円 1,200 円 1,800 円

 長時間（90分超/単回または複数回）の場合 8,400 円 840 円 1,680 円 2,520 円

 　在宅患者連携指導加算 3,000 円 300 円 600 円 900 円

 　在宅患者緊急時
 　カンファレンス加算

2,000 円 200 円 400 円 600 円

 　訪問看護医療DX情報
 　活用加算

 １月につき 50 円 5 円 10 円 15 円

 訪問看護医療情報連携加算  １月につき 1,000 円 100 円 200 円 300 円

 訪問看護情報提供療養費 1,500 円 150 円 300 円 450 円

 １：在宅・看取り介護未算定の特養等で死亡した場合 25,000 円 2,500 円 5,000 円 7,500 円

 ２：看取り介護等を算定している特養等で死亡した場合 10,000 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

 訪問看護遠隔診療補助料  １月につき 2,650 円 265 円 530 円 795 円

 １： 月の初日の訪問の場合 60 円 6 円 12 円 18 円

 ２：月の２日目以降の訪問の場合 20 円 2 円 4 円 6 円

※ 料金の計算過程における端数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合があります。

【その他費用】
費　　　　用

 利用時間内 円

 6:00～8:00 及び 18:00～22:00 円

 22:00～6:00 円

 営業日以外の訪問看護料 円

 キャンセル料 ※  前日の17時までに連絡のなかった場合 円

 衛生材料費等  

エンゼルケア 円

※ 急病等やむを得ない場合は除きます。

大垣市訪問看護ステーション 利用料金表【医療保険】
令和８年６月１日 現在

サービス・加算 要　　　　件 算定額
利用料金

１割 ２割 ３割

10,000

 保険対象外での訪問看護料

訪問時間30分につき 4,000

訪問時間30分につき 5,000

訪問時間30分につき 6,000

2,000

 外泊日の訪問看護（入院中1回､算定要件で2回）
 ※別表七､八と外泊日に訪問看護が必要と認められた場合

 １月につき

 週４日目以降
 ※厚生労働大臣が定める疾病等及び別表第八

 １：市町村や都道府県、２：学校等、３：医療機関

 訪問看護基本療養費Ⅰ

 　難病等複数回訪問加算

 　乳幼児加算

 　緊急訪問看護加算  １日１回

  90分を越えた場合
 ※特別訪問看護指示書･特別管理加算の対象者（週1日）
 ※１５歳未満の超重症児･準超重症児､別表八対象者（週3日）

 １日につき

 　退院支援指導加算

 訪問看護ターミナルケア
 療養費

1訪問につき

要　　　　件

実費相当額

 　複数名訪問看護加算

 訪問看護管理療養費

 　特別管理加算

1回につき 850

利用料金

 訪問看護物価対応料


